
   

◎ 親子教室  

 

   
【 小児科 】  

 

 

課題に応じ連携した対応 

  

   
【 市保育幼稚園課 】 

 

    

【 市学校教育課 】 

    

【 市子育て総務課 】 

≪発達障がい支援の体制図≫  
 

 

 

 

 

                                                                                           

 
【 設置部署：障がい福祉課 】 

発達支援に関連する庁内の統括部門。 

公認心理師や保健師による個別相談（予約制）、 

庁内外の関係機関との連絡調整等を担う。 
 

〔 体制 〕 ・室長 1 名 

・保健師２名 

・公認心理師/臨床心理士 1 名 

 

【市健康づくり課】１歳６ヶ月児健診・３歳児健診 

 

二次問診票を基に保護者の問診や子どもの行動観察を行う。 

わくわくキッズ 

県主催。発達が気になる子 

対象の親子療育教室 

 
すくすく子育て相談会  
行動が気になる子どもの 

個別相談 

それいゆ委託 

 
ほほえみ相談室 

 

心理士 

臨床心理士による発達相談 

 

専門医 

医師の見立てにより診断の必要性や

経過フォローを判断する 

 

言語聴覚士 

言語聴覚士によることばの相談 

    

児童発達支援 

民間の児童発達支援事業所 

へ通所。事業所毎に個別・ 

集団の発達支援を提供 

ステッピングストーンズ 

トリプル P 
発達障がい児の保護者を対象に 

したペアレントトレーニング 

巡回相談 
 

相談員が幼保園を巡回し、 

支援を要す子どもを把握 

診断・治療 

検査・治療、外来療育 

二次問診票によるスクリーニング 

親子教室 

市委託。診断待機やグレー 

ゾーンの子対象の親子教室 

〔 委託 〕整肢学園 

発達支援室 
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情報共有・連携 

【市健康づくり課】 

 義務教育終了後の方（～３９歳迄） 
 
 

 非行・ニート・引きこもり・不登校等 

高校 

進路担当者と連携し、 

卒業後を見据えた支援 

大学 

学生支援担当者と連携 

した就職・生活支援 

※学校から窓口紹介 

    
≪ 機能強化・拡充 ≫ 

【 障がい福祉課 】 

グレーゾーンを含めた発達障がい

に関連する生活全般や就労、福祉

サービス等の相談に対応する。必

要時は、訪問支援も行う。 
 

〔 体制 〕相談支援員 1 名 

〔 委託 〕NPO 法人 スチューデント・

サポート・フェイス 

 

【 市社会教育課 】 

就労・就学など社会的自立を目標

に、ニート、ひきこもり、不登校等

様々な問題を抱える子ども・若者や

その家族を対象とした相談に対応す

る。必要時は、訪問支援も行う。 

 

〔 体制 〕相談支援員 １～1.5 名 

〔 委託 〕NPO 法人スチューデン

ト・サポート・フェイス 

子ども・若者支援室 

生活自立支援センター 
 

経済的な問題を抱えている方やそ

の家族を対象に就労支援や生活改

善等自立を目指した支援を提供 

地域若者サポートステーション 
 

就労に困難を抱える若者に相談、

コミュニケーション訓練、就労体

験など就労に向けた支援を提供 

引きこもり地域支援センター 
 

引きこもり状態にある方やその家

族を対象に相談対応を行う 

子ども・若者総合相談センター 
 

様々な困難を抱えた子ども・若者

やその家族を対象に社会参加・自

立に向けた総合的な支援を提供 

≪ 自立支援 ≫ 

発達障害者就労支援センター

SKY 
 

発達障がい者の就労に関する 

総合的な相談・専門的助言、 

企業等への啓発・研修の実施 

障がい者職業センター 

職業相談・評価等のアセスメン

トを実施し、個別に応じた就労

支援カリュキュラムを提供 

ハローワーク 

就職希望者への職業紹介、発達

障害就職支援ナビゲーターによ

る個別面談、専門支援機関への

誘導等の支援を提供 

≪ 就労支援 ≫ 

≪ 医療 ≫ 

福祉まるごと相談 
 
福祉の問題を抱えた世帯を 

対象に問題を整理しながら、

他機関と連携し解決に向けた

支援を提供 

≪ 福祉 ≫ 

医療機関 
 

検査、診断、治療 

二次障がいへの対応 

福祉サービス事業所 
 
手帳や診断がある方を対象に

障がい福祉サービスを提供 

（就労支援、自立訓練等） 

複合的な課題等 

     
発達支援アドバイザー 

発達障がいの専門的知識を有

する者が巡回に同行し、児の

見取り、現場の指導・助言、

研修等を行う。 

※ 庁内外の関係部署と 

 連携を図りながら対応 

… 令和３年度からの取組 

  
ひまわり相談室 

 

市立小中学校在籍の発達

障がいのある児童・生徒と

保護者を対象に学校生活へ

の適応に向け、個別のアセ

スメントや支援の手立ての

検討を行う。 
 

〔 体制 〕 

・室長 1 名、相談員 2 名 

・スーパーバイザー4 名 

早期診断事業【にこにこ発達相談】 

保護者の聞き取り、各種発達検査等の実施 

肥前精神医療センター受診（検査・確定診断） 

【 市障がい福祉課 】 障害児通所支援の受給者証交付 

   

クラスルームといろ（児童発達支援） 

 

 
    
ほっとカフェ終了後は、引き続き発達課題 

に応じた個別及び集団療育を就学前まで提 

供する。また、就園・就学に伴う、移行支 

援を行う。 

早期療育事業【ほっとカフェ】 
ＥＳＤＭを用いた個別療育 

3 歳の誕生日まで提供 

発達障がい児療育実践研修事業 
市内の児童発達支援事業所を対象に、早期療育のノウ

ハウをが学ぶことができる療育実践研修を行う。 

資料６ 


